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目
次

は
じ
め
に

一

「
歴
代
官
制
総
序
」
の
試
釈

〈
前
半
部
分
、
前
号
。
後
半
部
分
以
下
、
本
号
〉

二

若
干
の
考
察

お
わ
り
に

後
魏
昭
成
之
即
王
位
、
初
置
官
司
分
掌
衆
職
。〈
以
燕
鳳
為
右
長
史
、
許
謙
為
郎
中
令
。〉
然
而
其

制
、
草
創
、
名
称
乖
疏
。
皇
始
元
年
、
道
武
帝
平
并
州
、
始
建
台
省
、
置
百
官
、
封
拝
公
侯
・
将
軍
・

刺
史
・
太
守
、
尚
書
郎
等
官
悉
用
文
人
。
天
興
中
、
太
史
言
天
文
錯
乱
、
当
改
王
易
政
、
故
官
号
数

革
。〈
初
、
道
武
制
官
、
皆
擬
遠
古
雲
鳥
之
義
、
諸
曹
走
使
謂
之
「
鳧
鴨
」、
取
飛
之
迅
疾
也
。
以
伺

察
者
為
候
官
、
謂
之
「
白
鷺
」、
取
其
延
頸
遠
視
。
他
皆
類
此
。〉
至
孝
文
太
和
中
、
王
粛
来
奔
、
為

制
官
品
、
百
司
位
号
、
皆
準
南
朝
、
改
次
職
令
、
以
為
永
制
。〈
凡
守
令
以
六
年
為
満
、
後
経
六
年
乃

叙
。〉
又
作
考
格
、
以
之
黜
陟
。〈
太
和
十
八
年
、
詔
曰
「
古
者
三
載
考
績
、
三
考
黜
陟
。
朕
今
三
載

一
考
、
考
便
黜
陟
、
各
令
当
司
考
其
優
劣
為
三
等
。
六
品
以
下
、
尚
書
重
問
、
五
品
以
上
、
朕
与
公

卿
親
論
善
悪
。
上
下
者
遷
之
、
下
下
者
黜
之
、
中
中
守
本
位
。」〉
又
宣
武
帝
行
考
陟
之
法
、
任
事
上

中
者
、
三
年
升
一
階
、
散
官
上
第
者
、
四
載
登
一
級
。
孝
明
以
後
、
授
受
多
濫
。〈
自
明
帝
孝
昌
以
後
、

天
下
多
難
、
刺
史
・
太
守
、
皆
為
当
部
都
督
、
雖
無
兵
事
、
並
立
佐
僚
、
所
在
頗
為
煩
擾
。
及
東
魏

静
帝
時
、
斉
神
武
作
相
、
高
隆
之
表
請
自
非
実
在
辺
要
・
見
有
兵
馬
者
、
悉
皆
断
之
。
又
時
諸
朝
貴

多
仮
常
侍
以
取
貂
蝉
之
飾
。
隆
之
自
表
解
侍
中
、
并
陳
諸
仮
侍
服
者
、
請
亦
罷
之
。
又
自
軍
国
多
事
、

冒
窃
官
者
不
可
勝
数
。
隆
之
奏
請
検
括
、
得
五
万
余
人
。
而
群
小
喧
囂
、
隆
之
懼
而
止
。〉

北
魏
の
昭
成
王
が
即
位
す
る
と
、
初
め
て
官
庁
を
置
き
多
く
の
職
務
を
分
掌
さ
せ
た
。〈
燕
鳳
を
右

長
史
に
、
許
謙
を
郎
中
令
に
し
た
。〉
し
か
し
そ
の
制
度
は
創
ま
っ
た
ば
か
り
で
、
そ
の
呼
称
が
乖
離

し
て
い
た
。
皇
始
元
年
、
道
武
帝
が
并
州
を
平
定
す
る
と
、
始
め
て
尚
書
省
を
建
て
百
官
を
置
き
、

封
地
を
授
け
て
公
侯
・
将
軍
・
刺
史
・
太
守
に
任
じ
、
尚
書
郎
等
の
官
に
は
こ
と
ご
と
く
文
人
を
用

い
た
。
天
興
年
間
に
太
史
が
、
天
文
が
錯
乱
し
て
い
る
、
王
位
を
改
め
政
道
を
変
え
る
べ
き
だ
と
言

っ
た
の
で
、
官
号
が
し
ば
し
ば
改
め
ら
れ
た
。〈
初
め
道
武
帝
の
官
職
の
制
定
は
、
皆
太
古
の
高
く
飛

ぶ
鳥
に
模
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
役
所
間
の
走
り
使
い
を
「
鳧
鴨
」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
飛
ぶ
の
が

迅
速
で
あ
る
の
に
ち
な
み
、
伺
察
す
る
者
を
斥
候
の
官
と
し
「
白
鷺
」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
そ
の
頸

を
延
ば
し
て
遠
く
を
視
る
の
に
ち
な
ん
で
い
る
。
他
も
皆
こ
の
類
で
あ
っ
た
。〉孝
文
帝
の
太
和
年
間

に
な
る
と
、
王
粛
が
亡
命
し
て
き
て
官
品
を
制
定
し
、
諸
官
の
爵
位
と
名
号
は
皆
南
朝
に
準
拠
す
る

こ
と
に
し
、
職
令
を
改
め
て
順
序
づ
け
永
世
の
制
度
と
し
た
。〈
郡
守
と
県
令
は
六
年
で
任
期
満
了
と

し
、
そ
の
後
六
年
た
っ
て
か
ら
官
に
叙
任
す
る
こ
と
に
し
た
。〉
ま
た
勤
務
評
定
に
関
す
る
法
規
を
作

り
昇
進
降
格
さ
せ
た
。〈
太
和
十
八
年
に
「
昔
は
三
年
で
勤
務
を
評
定
し
、
三
回
九
年
で
昇
降
さ
せ
た
。

朕
は
今
日
よ
り
三
年
で
一
考
と
す
る
、
考
と
は
昇
降
の
こ
と
で
あ
る
。
各
々
所
属
の
役
所
で
優
劣
を

評
定
し
三
等
に
分
類
す
る
。
六
品
以
下
の
者
は
尚
書
が
重
ね
て
尋
問
し
、
五
品
以
上
に
つ
い
て
は
朕

が
公
卿
と
と
も
に
自
ら
善
悪
を
論
ず
る
。
上
の
下
は
昇
格
さ
せ
、
下
の
下
は
降
格
さ
せ
、
中
の
中
は

本
の
地
位
に
留
め
る
」
と
詔
が
あ
っ
た
。〉
ま
た
宣
武
帝
は
勤
務
評
定
の
法
を
行
う
の
に
あ
た
っ
て
、

職
事
官
で
上
の
中
の
者
は
三
年
に
一
階
を
升
ら
せ
、
散
官
で
上
第
の
者
は
四
年
に
一
級
を
す
す
め
た
。

孝
明
帝
以
後
、
官
の
授
受
は
多
く
混
乱
し
た
。〈
孝
明
帝
の
孝
昌
年
間
よ
り
以
後
、
天
下
に
心
配
ご
と

や
事
件
が
多
く
、
刺
史
・
太
守
は
皆
所
轄
の
都
督
と
な
り
、
戦
争
が
無
く
て
も
み
な
補
佐
す
る
属
僚

を
立
て
、
ど
の
地
方
も
大
変
煩
擾
と
な
っ
た
。
東
魏
の
孝
静
帝
の
時
に
の
ち
の
北
斉
の
神
武
帝
・
高

歓
が
宰
相
と
な
る
と
、
高
隆
之
が
上
表
し
て
、
実
際
に
辺
境
の
要
地
に
い
て
兵
馬
を
所
有
し
て
い
な

い
限
り
、
属
僚
の
任
用
は
こ
と
ご
と
く
禁
止
す
る
よ
う
請
う
た
。
ま
た
当
時
、
高
貴
な
朝
臣
は
多
く

散
騎
常
侍
を
模
し
て
貂
蝉
の
飾
を
用
い
て
い
た
。
そ
こ
で
高
隆
之
は
み
ず
か
ら
上
表
し
て
侍
中
を
辞

任
し
、
合
わ
せ
て
侍
中
を
模
し
て
着
用
す
る
者
を
あ
げ
、
ま
た
こ
れ
も
罷
免
す
る
よ
う
請
う
た
。
さ

ら
に
軍
事
と
国
政
が
多
忙
と
い
う
こ
と
で
官
を
盗
み
取
る
者
は
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
い
た
の
で
、
高

隆
之
は
調
査
す
る
よ
う
奏
請
し
て
五
万
余
人
を
摘
発
し
た
が
、
つ
ま
ら
ぬ
者
た
ち
が
囂
々
と
非
難
し

た
の
で
、
彼
は
懼
れ
て
そ
れ
以
上
は
止
め
て
し
ま
っ
た
。〉
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隋
の
文
帝
が
即
位
し
て
、
諸
制
度
は
こ
こ
に
始
ま
っ
た
。
ま
た
北
周
の
官
職
を
廃
止
し
、
再
び
漢
・

魏
の
官
制
に
依
拠
し
た
。
多
く
の
役
人
に
は
大
変
な
増
減
が
あ
っ
た
が
、
官
は
四
回
の
勤
務
評
定
を

へ
て
交
代
さ
せ
た
。〈
ま
た
制
勅
を
下
し
、
官
人
で
順
当
な
原
因
に
よ
っ
て
官
職
を
去
っ
た
者
に
は
み

な
笏
を
執
る
の
を
許
し
た
。〉
煬
帝
の
頃
に
な
る
と
、
古
に
倣
お
う
と
考
え
て
多
く
昔
の
法
令
を
復
活

さ
せ
た
。〈
百
官
は
人
事
考
課
の
集
計
に
よ
り
昇
級
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
も
し
徳
行
功
能
が
灼
然
と

し
て
顕
著
な
者
が
あ
れ
ば
抜
擢
さ
れ
た
。〉
大
業
三
年
に
始
め
て
新
し
い
令
を
施
行
し
、
三
台
・
五

省
・
五
監
・
十
二
衛
・
十
六
府
と
し
た
。〈
殿
内
・
尚
書
・
門
下
・
内
史
・
秘
書
が
五
省
、
謁
者
・
司

隷
・
御
史
が
三
台
、
少
府
、
長
秋
、
国
子
・
将
作
・
都
水
が
五
監
、
左
右
翊
・
左
右
驍
・
左
右
武
・

左
右
屯
・
左
右
禦
・
左
右
候
が
十
二
衛
、
左
右
備
身
・
左
右
監
門
等
が
十
六
府
で
あ
る
。
あ
る
も
の

は
昔
の
名
称
の
ま
ま
で
、
あ
る
も
の
は
新
設
の
官
で
あ
っ
た
。
諸
省
及
び
左
右
衛
・
武
候
・
領
軍
・

監
門
府
を
内
官
と
し
、
そ
の
他
は
外
官
と
し
た
。〉
当
時
、
天
下
は
富
み
繁
栄
し
四
方
に
憂
慮
す
べ
き

こ
と
も
な
く
、
衣
冠
と
文
物
も
盛
ん
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
次
第
に
無
軌
道
に
陥
り
、
諸
制
度
は
乱

れ
始
め
、
号
令
は
日
ご
と
改
ま
り
官
名
も
月
ご
と
に
か
わ
っ
た
。
書
籍
が
散
逸
し
て
い
る
た
め
詳
細

を
こ
こ
に
記
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

大
唐
職
員
多
因
隋
制
、
雖
小
有
変
革
、
而
大
較
小
異
。〈
高
祖
制
、
文
官
遭
父
母
喪
者
、
聴
去
職
。〉

貞
観
六
年
、
大
省
内
官
、
凡
文
武
定
員
、
六
百
四
十
有
三
而
已
。〈
顕
慶
元
年
初
制
「
拝
三
師
・
三

公
・
親
王
・
尚
書
令
・
雍
州
牧
・
開
府
儀
同
三
司
・
驃
騎
大
将
軍
・
左
右
僕
射
、
並
臨
軒
冊
授
。
太

子
三
少
・
侍
中
・
中
書
令
・
諸
曹
尚
書
・
諸
衛
大
将
軍
・
特
進
・
鎮
軍
・
輔
国
大
将
軍
・
光
禄
大
夫
・

太
子
詹
事
・
太
常
卿
・
都
督
及
上
州
刺
史
在
京
者
、
朝
堂
受
冊
。」
又
制
「
文
武
官
五
品
以
上
老
及
病

不
因
罪
解
者
、
並
聴
同
致
仕
例
。」〉
龍
朔
二
年
、
又
改
京
諸
司
及
百
官
之
名
、〈
改
尚
書
省
為
中
台
、

門
下
省
為
東
台
、
中
書
省
為
西
台
、
其
余
官
司
悉
改
之
。〉
咸
亨
元
年
復
旧
。

大
唐
の
職
員
は
多
く
隋
の
制
度
に
因
り
、
わ
ず
か
に
変
革
は
あ
っ
た
が
お
お
む
ね
異
な
る
こ
と
は

な
い
。〈
高
祖
は
制
勅
を
出
し
、
文
官
で
父
母
の
喪
に
遭
っ
た
者
は
職
を
去
る
こ
と
を
許
し
た
。〉
貞

観
六
年
に
大
い
に
内
官
を
省
き
、
文
官
武
官
の
定
員
は
六
百
四
十
三
だ
け
と
な
っ
た
。〈
顕
慶
元
年
に

初
め
て
制
勅
を
下
し
て
「
三
師
・
三
公
・
親
王
・
尚
書
令
・
雍
州
牧
・
開
府
儀
同
三
司
・
驃
騎
大
将

軍
・
左
右
僕
射
を
拝
す
る
場
合
は
、
い
ず
れ
も
皇
帝
が
御
座
を
軒
に
移
し
て
冊
授
す
る
。
太
子
三
少
・

侍
中
・
中
書
令
・
六
部
の
尚
書
・
諸
衛
の
大
将
軍
・
特
進
・
鎮
軍
・
輔
国
大
将
軍
・
光
禄
大
夫
・
太

子
詹
事
・
太
常
卿
・
都
督
及
び
四
万
戸
以
上
の
州
刺
史
で
在
京
の
者
は
、
朝
堂
に
て
冊
を
受
け
さ
せ

北
斉
創
業
、
亦
遵
後
魏
、
台
省
位
号
、
多
類
江
東
。〈
以
門
下
省
掌
献
納
諌
正
、
中
書
省
管
司
王
言
、

秘
書
省
典
司
経
籍
、
集
書
省
掌
従
容
諷
議
、
中
常
侍
省
掌
出
入
門
閤
、
御
史
台
掌
察
糾
弾
劾
。〉
後
主

臨
御
、
爵
禄
犬
馬
。〈
御
馬
及
犬
、
乃
有
儀
同
・
郡
君
之
号
、
籍
以
旃

、
食
物
十
余
種
。
其
宮
婢
・

閹
人
・
商
人
・
胡
戸
・
雑
戸
・
歌
舞
人
・
見
鬼
人
濫
富
貴
者
万
数
。
至
末
年
、
太
宰
・
三
師
・
大
司

馬
・
大
将
軍
・
三
公
等
官
、
並
増
員
而
授
、
或
両
或
三
、
不
可
称
数
。〉
後
周
之
初
拠
関
中
、
猶
依
魏

制
。
及
平
江
陵
之
後
、
別
立
憲
章
、
酌
周
礼
之
文
、
建
六
官
之
職
、
其
他
官
亦
兼
用
秦
漢
。〈
他
官
、

謂
将
軍
・
都
督
・
刺
史
・
太
守
之
類
。〉

北
斉
の
創
業
期
も
ま
た
北
魏
の
制
度
を
遵
守
し
、
尚
書
省
の
位
階
と
名
号
は
多
く
江
南
に
類
似
し

た
。〈
門
下
省
に
忠
言
を
献
じ
諌
め
正
す
こ
と
を
掌
ら
せ
、
中
書
省
に
王
者
の
言
葉
を
管
轄
さ
せ
、
秘

書
省
に
書
籍
を
司
ら
せ
、
集
書
省
に
ゆ
っ
た
り
と
諷
諫
議
論
す
る
こ
と
を
掌
ら
せ
、
中
常
侍
省
に
宮

中
の
出
入
を
掌
ら
せ
、
御
史
台
に
罪
状
を
調
べ
弾
劾
す
る
こ
と
を
掌
ら
せ
た
。〉
後
主
で
あ
る
武
成
帝

の
長
男
・
高
緯
が
統
治
す
る
と
、
犬
と
馬
に
も
爵
位
や
俸
禄
を
与
え
た
。〈
お
そ
ば
近
く
の
馬
及
び
犬

に
も
儀
同
・
郡
君
の
称
号
が
あ
り
、
敷
物
に
は
毛
織
物
を
用
い
餌
と
し
て
与
え
る
食
物
は
十
数
種
類

も
あ
っ
た
。
宮
中
の
奴
婢
・
宦
官
・
商
人
・
胡
人
の
戸
・
官
衙
に
配
属
さ
れ
た
賤
民
・
歌
舞
芸
人
・

祈
祷
師
で
富
貴
を
貪
っ
た
者
は
万
を
も
っ
て
数
え
る
ほ
ど
い
た
。そ
の
末
年
に
な
る
と
、太
宰
・
三
師
・

大
司
馬
・
大
将
軍
・
三
公
等
の
官
は
い
ず
れ
も
増
員
し
て
授
け
ら
れ
、
あ
る
も
の
は
二
つ
、
あ
る
も

の
は
三
つ
も
あ
り
、
数
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。〉
北
周
の
初
年
は
、
関
中
に
依
拠
し
な
お
北
魏

の
制
度
に
よ
っ
て
い
た
。
江
陵
平
定
の
後
に
別
に
憲
章
を
立
て
、『
周
礼
』
の
文
章
を
斟
酌
し
て
六
官

の
職
を
建
て
た
が
、
そ
の
他
の
官
は
ま
た
秦
漢
の
職
名
を
兼
用
し
た
。〈
そ
の
他
の
官
と
は
将
軍
・
都

督
・
刺
史
・
太
守
の
類
で
あ
る
。〉

隋
文
帝
践
極
、
百
度
伊
始
、
復
廃
周
官
、
還
依
漢
魏
。
其
於
庶
僚
、
頗
有
損
益
、
凡
官
以
四
考
而

代
。〈
又
制
、
凡
官
以
理
去
職
、
聴
並
執
笏
。〉
至
煬
帝
、
意
存
稽
古
、
多
復
旧
章
。〈
百
官
不
得
計
考

増
級
、
如
有
徳
行
功
能
灼
然
顕
著
者
、
擢
之
。〉
大
業
三
年
、
始
行
新
令
、
有
三
台
・
五
省
・
五
監
・

十
二
衛
・
十
六
府
。〈
殿
内
・
尚
書
・
門
下
・
内
史
・
秘
書
、
五
省
也
。
謁
者
・
司
隷
・
御
史
、
三
台

也
。
少
府
、
長
秋
、
国
子
・
将
作
・
都
水
、
五
監
也
。
左
右
翊
・
左
右
驍
・
左
右
武
・
左
右
屯
・
左

右
禦
・
左
右
候
、
十
二
衛
也
。
左
右
備
身
・
左
右
監
門
等
、
凡
十
六
府
也
。
或
是
旧
名
、
或
是
新
置
。

諸
省
及
左
右
衛
・
武
候
・
領
軍
・
監
門
府
為
内
官
、
自
余
為
外
官
。〉
於
時
天
下
繁
富
、
四
方
無
虞
、

衣
冠
文
物
為
盛
矣
。
既
而
漸
為
不
道
、
百
度
方
乱
、
号
令
日
改
、
官
名
月
易
、図
籍
散
逸
、不
能
詳
備
。

『通典』職官序試釈（下）
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『通典』職官序試釈（下）

賀
婁
氏
・
女
巫
隴
西
夫
人
趙
氏
、
皆
樹
用
親
識
、
亦
多
猥
濫
。
或
出
自
臧
獲
、
或
由
於
屠
販
、
多
因

賂
貨
、
累
居
栄
秩
、
咸
能
別
於
側
門
降
墨
敕
斜
封
以
授
焉
、
故
時
人
号
為
「
斜
封
官
。」
時
既
政
出
多

門
、
遷
除
甚
衆
、
自
宰
相
至
於
内
外
員
外
官
及
左
右
台
御
史
、
多
者
則
数
踰
十
倍
、
皆
無
廰
事
可
以

処
之
、
故
時
人
謂
之
「
三
無
坐
処
」、
謂
宰
相
・
御
史
及
員
外
官
也
。〉

則
天
武
后
の
時
代
に
な
る
と
、
再
び
多
く
の
官
を
変
え
、
あ
る
も
の
は
事
宜
に
従
っ
て
官
号
を
創

っ
た
り
、〈
尚
書
省
を
改
め
て
文
昌
台
と
し
門
下
省
を
鸞
台
と
し
、
中
書
省
を
鳳
閣
と
し
御
史
台
を
粛

政
台
と
し
、
諸
寺
諸
衛
等
の
官
名
に
も
及
ん
だ
。
ま
た
控
鶴
府
を
設
け
側
近
の
官
員
を
置
い
た
。〉
あ

る
も
の
は
古
典
を
参
用
し
た
り
し
た
。〈
六
つ
の
尚
書
を
改
め
て
天
地
四
時
の
官
と
し
た
。〉
天
授
二

年
、
人
を
挙
げ
る
に
は
、
能
力
の
有
無
を
問
う
こ
と
な
く
み
な
抜
擢
し
、
大
い
に
試
官
を
置
き
そ
れ

に
就
官
さ
せ
た
。
試
官
は
こ
れ
よ
り
起
っ
た
の
で
あ
る
。〈
試
と
は
い
ま
だ
正
式
な
命
を
得
て
い
な
い

こ
と
で
あ
る
。
正
官
で
あ
れ
ば
皆
「
行
」・「
守
」
と
称
す
る
が
、
散
官
の
品
階
が
高
く
て
職
事
官
の

官
品
が
低
い
も
の
は
「
行
」
と
称
し
、
品
階
が
低
く
て
官
品
が
高
い
も
の
は
「
守
」
と
称
す
る
。
品

階
と
官
品
が
同
じ
な
ら
ば
み
な
「
行
」・「
守
」
の
字
は
な
い
。
武
太
后
は
世
間
の
人
気
を
得
よ
う
と

務
め
、
そ
の
年
の
二
月
に
十
道
に
人
を
推
挙
さ
せ
、
并
州
石
艾
県
令
の
王
山
耀
等
六
十
一
人
に
み
な

拾
遺
・
補
闕
を
、
懐
州
録
事
参
軍
の
崔
献
可
等
二
十
四
人
に
み
な
侍
御
史
を
、
并
州
録
事
参
軍
の
徐

昕
等
二
十
四
人
に
み
な
著
作
郎
を
、
魏
州
内
黄
県
尉
の
崔
宣
道
等
二
十
二
人
に
み
な
衛
佐
・
校
書
・

御
史
等
を
授
け
た
。
そ
の
た
め
当
時
の
諺
に
は
「
補
闕
を
載
せ
た
車
は
連
な
り
、
拾
遺
は
一
斗
枡
で

計
る
ほ
ど
い
る
。
侍
御
史
は
な
ら
し
で
か
き
集
め
る
こ
と
が
で
き
、
校
書
郎
は
椀
か
ら
あ
ふ
れ
出
る

ほ
ど
い
る
」
と
あ
る
。
試
官
は
こ
こ
に
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。〉
こ
の
時
の
人
材
抜
擢
は
順
序
に
よ
ら

ず
、
刑
罰
の
網
の
目
は
精
密
で
あ
り
、
す
み
や
か
に
栄
貴
を
極
め
て
も
前
人
の
轍
を
踏
ん
で
次
々
と

身
を
滅
ぼ
し
た
。〈
神
功
元
年
に
「
今
後
は
、
職
掌
人
よ
り
品
階
を
得
て
出
身
し
、
天
文
か
ら
初
め
て

任
官
し
た
者
は
昇
進
し
て
官
を
転
じ
て
も
太
史
令
を
、
音
楽
の
者
は
太
楽
・
鼓
吹
署
令
を
、
医
術
の

者
は
尚
薬
奉
御
を
、
陰
陽
卜
筮
の
者
は
太
卜
令
を
、
料
理
で
任
官
し
た
者
は
司
膳
寺
諸
署
の
令
を
越

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
す
る
」
と
制
勅
を
下
し
た
。
ま
た
「
勲
官
・
品
子
・
流
外
官
・
国
官
・

参
佐
・
視
品
等
よ
り
初
め
て
品
階
を
得
て
出
身
し
た
者
は
、
今
後
は
中
央
官
や
清
官
、
顕
要
等
の
官

を
得
ら
れ
な
い
。
も
し
階
を
累
積
し
て
三
品
に
至
っ
た
者
は
そ
れ
以
上
階
を
進
め
ず
、
一
階
ご
と
に

勲
官
二
等
の
昇
級
に
よ
り
酬
い
る
。
も
し
す
で
に
上
柱
国
の
位
に
あ
る
な
ら
ば
、
一
年
以
上
の
喪
に

服
す
る
親
族
に
ま
で
廻
ら
し
て
相
当
の
官
品
を
授
け
る
こ
と
を
許
す
。
異
行
・
奇
材
に
よ
り
別
に
特

殊
な
功
績
を
立
て
た
者
が
あ
れ
ば
、
こ
の
例
に
は
拘
束
さ
れ
な
い
」
と
制
勅
を
下
し
た
〉
神
龍
初
年

よ
」
と
し
た
。
ま
た
「
文
武
官
五
品
以
上
で
老
衰
し
て
病
気
に
な
り
罪
に
因
ら
な
い
で
解
任
さ
れ
た

者
は
、
み
な
停
年
退
職
の
例
と
同
じ
に
扱
う
こ
と
を
許
す
」
と
制
勅
を
下
し
た
。〉
龍
朔
二
年
、
ま
た

中
央
官
庁
及
び
百
官
の
名
を
改
め
た
が
、〈
尚
書
省
を
改
め
て
中
台
と
し
、
門
下
省
を
東
台
と
し
、
中

書
省
を
西
台
と
し
、
そ
の
他
の
役
所
も
こ
と
ご
と
く
改
め
た
。〉
咸
亨
元
年
に
は
も
と
の
官
名
に
復
し

た
。至

於
武
太
后
、
再
易
庶
官
、
或
従
宜
創
号
、〈
改
尚
書
省
為
文
昌
台
、
門
下
省
為
鸞
台
、
中
書
省
為

鳳
閣
、
御
史
台
為
粛
政
台
及
諸
寺
衛
等
名
、
又
置
控
鶴
府
官
員
。〉
或
参
用
古
典
。〈
改
六
尚
書
為
天

地
四
時
之
官
。〉
天
授
二
年
、
凡
挙
人
、
無
賢
不
肖
、
咸
加
擢
拝
、
大
置
試
官
以
処
之
。
試
官
蓋
起
於

此
也
。〈
試
者
、
未
為
正
命
。
凡
正
官
、
皆
称
行
・
守
、
其
階
高
而
官
卑
者
称
行
、
階
卑
而
官
高
者
称

守
、
階
官
同
者
、
並
無
行
・
守
字
。
太
后
務
收
物
情
、
其
年
二
月
、
十
道
使
挙
人
、
并
州
石
艾
県
令

王
山
耀
等
六
十
一
人
、
並
授
拾
遺
・
補
闕
。
懐
州
録
事
参
軍
崔
献
可
等
二
十
四
人
、
並
授
侍
御
史
。

并
州
録
事
参
軍
徐
昕
等
二
十
四
人
、並
授
著
作
郎
。魏
州
内
黄
県
尉
崔
宣
道
等
二
十
二
人
、並
授
衛
佐
・

校
書
・
御
史
等
。
故
当
時
諺
曰
「
補
闕
連
車
載
、
拾
遺
平
斗
量
。
杷
推
侍
御
史
、
椀
脱
校
書
郎
。」
試

官
自
此
始
也
。〉
於
時
擢
人
非
次
、
刑
網
方
密
、
雖
驟
歴
栄
貴
、
而
敗
輪
継
軌
。〈
神
功
元
年
制
曰

「
自
今
本
色
出
身
、
解
天
文
者
進
転
官
不
得
過
太
史
令
、
音
楽
者
不
得
過
太
楽
・
鼓
吹
署
令
、
医
術

者
不
得
過
尚
薬
奉
御
、
陰
陽
卜
筮
者
不
得
過
太
卜
令
、
解
造
食
者
不
得
過
司
膳
寺
諸
署
令
。」
又
制
曰

「
其
有
従
勲
官
・
品
子
・
流
外
・
国
官
・
参
佐
・
視
品
等
出
身
者
、
自
今
不
得
任
京
清
顕
要
等
官
。

若
累
階
応
至
三
品
者
、
不
須
進
階
、
毎
一
階
酬
勲
両
転
。
如
先
有
上
柱
国
者
、
聴
迴
授
朞
以
上
親
。

必
有
異
行
奇
材
別
立
殊
效
者
、
不
拘
此
例
。」〉
神
龍
初
、
官
復
旧
号
。〈
凡
武
太
后
所
改
之
官
。〉
二

年
三
月
、
又
置
員
外
官
二
千
余
人
。〈
国
初
、
旧
有
員
外
官
、
至
此
大
増
、
加
兼
超
授
諸
閹
官
為
員
外

官
者
、
亦
千
余
人
。
中
書
令
李
嶠
、
初
自
地
官
尚
書
貶
通
州
刺
史
、
至
是
召
拝
吏
部
侍
郎
。
嶠
志
欲

曲
行
私
恵
、
求
名
悦
衆
、
冀
得
重
居
相
位
、
乃
奏
請
大
置
員
外
官
、
多
引
用
勢
家
親
識
。
至
是
、
嶠

又
自
覚
銓
衡
失
序
、
官
員
倍
多
、
府
庫
由
是
減
耗
也
。〉
於
是
遂
有
員
外
・〈
員
外
官
、
其
初
但
云
員

外
。
至
永
徽
六
年
、
以
蒋
孝
璋
為
尚
薬
奉
御
、
員
外
特
置
、
仍
同
正
員
。
自
是
員
外
官
復
有
同
正
員

者
、
其
加
同
正
員
者
、
唯
不
給
職
田
耳
、
其
禄
俸
賜
与
正
官
同
。
単
言
員
外
者
、
則
俸
禄
減
正
官
之

半
。〉
検
校
・
試
・
摂
・
判
・
知
之
官
。〈
摂
者
、
言
敕
摂
、
非
州
府
版
署
之
命
。
検
校
者
、
云
検
校

某
官
。
判
官
者
、
云
判
某
官
事
。
知
者
、
云
知
某
官
事
。
皆
是
詔
除
、
而
非
正
命
。〉
逮
乎
景
龍
、
官

紀
大
紊
、
復
有
「
斜
封
無
坐
処
」
之
誦
興
焉
。〈
景
龍
中
、
有
太
平
・
安
楽
・
長
寧
・
宜
城
等
諸
公
主

及
皇
后
陸
氏
妹

国
夫
人
・
李
氏
妹
崇
国
夫
人
并
昭
容
上
官
氏
与
其
母
沛
国
夫
人
鄭
氏
・
尚
宮
柴
氏
・

２２
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常
之
変
。」
上
以
為
然
、
乃
下
詔
曰
「
諸
縁
斜
封
・
別
敕
授
官
、
先
令
停
任
、
宜
並
量
材
叙
用
。」
監

察
御
史
柳
澤
又
上
疏
、
極
言
不
可
「
其
斜
封
官
得
免
罪
戻
、
已
沐
恩
私
。
旬
月
之
内
、
頻
煩
降
旨
、

前
敕
令
至
冬
処
分
、
後
敕
又
令
替
人
却
停
、
将
何
以
止
姦
邪
。
将
何
以
懲
風
俗
。」〉

先
天
年
間
以
来
、
始
め
て
そ
の
弊
害
を
是
正
し
た
。〈
玄
宗
が
即
位
し
、
宰
相
の
姚
元
崇
と
宋
璟
は

吏
部
尚
書
を
兼
任
し
乱
れ
た
状
況
を
大
い
に
改
革
し
、
十
の
う
ち
そ
の
九
を
削
減
し
た
。
こ
の
時
、

殿
中
侍
御
史
の
崔
涖
と
太
子
中
允
の
薛
昭
が
皇
帝
を
諫
め
て
「
先
代
の
朝
廷
が
授
け
た
斜
封
官
は
、

あ
り
が
た
い
恩
典
と
し
て
す
で
に
広
ま
っ
て
い
ま
す
。
姚
元
崇
と
宋
璟
ら
は
先
帝
の
賢
明
な
施
策
を

塞
ぎ
止
め
怨
み
を
陛
下
に
向
け
た
た
め
に
、
人
民
は
誹
謗
し
天
下
に
不
満
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
で
は
万
民
が
仇
敵
と
な
る
の
を
い
か
ん
と
も
し
難
く
、
恐
ら
く
非
常
の
事
変
が
起
き
る
こ
と
で
し

ょ
う
」
と
い
っ
た
。
玄
宗
は
な
る
ほ
ど
と
思
い
、
そ
こ
で
「
斜
封
・
別
敕
に
よ
り
官
を
授
か
っ
た
者

は
ま
ず
先
に
そ
の
任
を
解
き
、
み
な
才
能
を
量
っ
て
官
職
に
つ
け
る
の
が
よ
い
」
と
詔
を
下
し
た
。

そ
こ
で
監
察
御
史
の
柳
澤
は
上
疏
し
「
斜
封
官
は
そ
の
罪
を
免
れ
、
す
で
に
恩
恵
に
浴
し
て
私
的
に

結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
わ
ず
か
な
期
間
の
内
に
頻
煩
に
命
令
が
降
さ
れ
、
前
の
敕
で
冬
季
に
任
官
さ

せ
た
の
に
後
の
敕
で
ま
た
人
を
交
替
さ
せ
て
し
り
ぞ
け
辞
め
さ
せ
る
よ
う
な
ら
、
い
か
に
し
て
邪
悪

な
者
を
と
ど
め
、
ど
う
し
て
風
俗
を
戒
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
」
と
言
葉
を
尽
く
し
て
反
対
し

た
。〉至

開
元
二
十
五
年
、
刊
定
職
次
、
著
為
格
令
。〈
此
格
皆
武
徳
・
貞
観
之
旧
制
、
永
徽
初
已
詳
定
之
、

至
開
元
二
十
五
年
再
刪
定
焉
。
至
二
十
八
年
、
又
省
文
武
六
品
以
下
官
三
百
余
員
及
諸
流
外
・
番
官

等
。〉
蓋
尚
書
省
以
統
会
衆
務
、
挙
持
縄
目
。
門
下
省
以
侍
従
献
替
、
規
駮
非
宜
。
中
書
省
以
献
納
制

冊
、
敷
揚
宣
労
。
秘
書
省
以
監
録
図
書
。
殿
中
省
以
供
修
膳
服
。
内
侍
省
以
承
旨
奉
引
。〈
尚
書
・
門

下
・
中
書
・
秘
書
・
殿
中
・
内
侍
・
凡
六
省
。〉
御
史
台
以
粛
清
僚
庶
。
九
寺
・〈
太
常
・
光
禄
・
衛

尉
・
宗
正
・
太
僕
・
大
理
・
鴻
臚
・
司
農
・
太
府
為
九
寺
。〉
五
監
〈
少
府
、
将
作
・
国
子
・
軍
器
・

都
水
為
五
監
。〉
以
分
理
群
司
。
六
軍
・〈
左
右
羽
林
・
左
右
龍
武
・
左
右
神
武
為
六
軍
。〉
十
六
衛

〈
左
右
衛
・
左
右
驍
衛
・
左
右
武
・
左
右
威
・
左
右
領
軍
・
左
右
金
吾
・
左
右
監
門
・
左
右
千
牛
為

十
六
衛
。〉
以
厳
其
禁
禦
。
一
詹
事
府
・
二
春
坊
・〈
有
左
右
春
坊
、
又
有
内
坊
、
掌
閣
内
諸
事
。〉
三

寺
・〈
家
令
寺
・
率
更
寺
・
太
僕
寺
。〉
十
率
〈
左
右
衛
・
左
右
司
禦
・
左
右
清
道
・
左
右
監
門
・
左

右
内
侍
、
凡
十
率
府
。〉
俾
乂
儲
宮
。
牧
守
督
護
、
分
臨
畿
服
。〈
京
府
置
牧
、
余
府
州
置
都
督
・
都

護
・
太
守
。〉

に
、
官
を
旧
号
に
復
し
た
。〈
武
太
后
が
改
め
た
官
を
さ
す
。〉
神
龍
二
年
三
月
、
ま
た
員
外
官
二
千

余
人
を
置
い
た
。〈
国
初
か
ら
員
外
官
は
あ
っ
た
が
、
こ
れ
よ
り
大
幅
に
増
加
し
、
も
ろ
も
ろ
の
宦
官

に
加
え
超
授
し
て
員
外
官
と
な
っ
た
者
は
ま
た
千
余
人
も
い
た
。
中
書
令
の
李
嶠
は
、
も
と
は
地
官

尚
書
よ
り
通
州
刺
史
に
左
遷
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
と
き
に
召
さ
れ
て
吏
部
侍
郎
を
拝
し
た
。
李
嶠

の
意
思
は
曲
げ
て
個
人
に
よ
る
恩
恵
を
施
し
、
名
声
を
求
め
人
々
を
悦
ば
せ
る
こ
と
に
あ
り
、
重
ね

て
大
臣
の
位
に
留
ま
る
こ
と
を
乞
い
願
い
、
上
奏
し
て
大
々
的
に
員
外
官
を
置
き
、
多
く
有
力
者
の

親
類
を
用
い
る
よ
う
請
う
た
。
こ
の
時
に
な
っ
て
、
李
嶠
も
ま
た
吏
部
の
選
考
に
秩
序
が
失
わ
れ
た

こ
と
を
自
覚
し
た
が
、
官
員
は
倍
増
し
て
国
庫
の
貯
蓄
は
こ
れ
よ
り
減
少
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。〉

こ
こ
に
遂
に
員
外
〈
員
外
官
は
初
め
の
う
ち
は
た
だ
員
外
と
い
っ
た
。
永
徽
六
年
に
蒋
孝
璋
を
尚
薬

奉
御
と
し
、
員
外
と
し
て
特
別
に
置
い
た
が
な
お
正
員
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
よ
り
員
外
官
に
ま

た
同
正
員
と
い
う
者
が
生
じ
て
、
同
正
員
を
加
え
た
者
は
た
だ
職
田
が
支
給
さ
れ
な
い
だ
け
で
、
そ

の
禄
と
俸
と
賜
は
正
官
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
単
に
員
外
と
言
え
ば
、
禄
が
正
官
の
半
分
に
減
ら
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。〉・
検
校
・
試
・
摂
・
判
・
知
の
官
が
起
こ
っ
た
。〈
摂
と
は
敕
に
よ
っ
て
摂
す
る
と

言
い
、
州
府
の
官
署
か
ら
の
任
命
で
は
な
か
っ
た
。
検
校
と
は
某
官
を
検
校
す
る
を
い
う
。
判
官
と

は
某
官
の
事
を
判
す
る
を
い
う
。
知
と
は
某
官
の
事
を
知
べ
る
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
詔

に
よ
る
叙
官
で
あ
っ
た
が
正
式
な
任
命
で
は
な
か
っ
た
。〉
景
龍
年
間
に
な
る
と
、
官
界
の
綱
紀
は
大

い
に
紊
乱
し
て
、
ま
た
も
や
「
斜
封
官
に
居
場
所
無
し
」
と
い
う
諷
誦
が
興
っ
た
。〈
景
龍
中
、
太

平
・
安
楽
・
長
寧
・
宜
城
等
の
公
主
及
び
皇
后
陸
氏
の
妹

国
夫
人
・
李
氏
の
妹
崇
国
夫
人
な
ら
び

に
昭
容
上
官
氏
と
そ
の
母
の
沛
国
夫
人
鄭
氏
・
尚
宮
柴
氏
・
賀
婁
氏
・
巫
女
の
隴
西
夫
人
趙
氏
は
皆

近
親
者
を
立
て
て
用
い
、
再
び
乱
れ
た
。
あ
る
も
の
は
奴
婢
よ
り
、
あ
る
も
の
は
屠
殺
業
者
よ
り
出

て
、
多
く
は
賄
賂
に
よ
り
高
い
官
職
に
居
座
り
続
け
た
。
み
な
側
門
よ
り
別
に
墨
敕
斜
封
を
降
し
て

授
け
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、
当
時
の
人
々
は
「
斜
封
官
」
と
呼
ん
だ
。
こ
の
時
す
で
に
政
令
は
多

く
の
ル
ー
ト
か
ら
出
さ
れ
、
昇
進
人
事
が
甚
だ
多
か
っ
た
。
宰
相
か
ら
内
外
の
員
外
官
及
び
左
右
台

御
史
に
至
る
ま
で
、
多
け
れ
ば
そ
の
数
が
十
倍
を
超
え
皆
官
庁
に
居
場
所
が
無
か
っ
た
、
そ
の
た
め

当
時
の
人
々
は
「
三
に
は
居
場
所
が
無
い
」
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。
三
と
は
宰
相
・
御
史
・
員
外
官

を
い
う
。〉

先
天
以
来
、
始
懲
其
弊
。〈
玄
宗
御
極
、
宰
相
姚
元
崇
・
宋
璟
兼
吏
部
尚
書
、
大
革
姦
濫
、
十
去
其

九
。
時
有
殿
中
侍
御
史
崔
涖
・
太
子
中
允
薛
昭
諷
帝
曰
「
先
朝
所
授
斜
封
官
、
恩
命
已
布
、
而
姚
元

崇
・
宋
璟
等
沮
先
帝
之
明
、
帰
怨
陛
下
、
道
路
謗

、
天
下
称
冤
。
奈
何
与
万
人
為
仇
敵
、
恐
有
非

２３
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使
職
は
財
貨
を
育
む
。
そ
の
他
の
細
か
な
任
務
で
事
柄
に
ち
な
ん
で
使
を
置
く
も
の
は
、
数
え
切
れ

な
い
。
そ
の
転
運
以
下
の
諸
使
は
治
め
る
所
無
く
廃
置
も
常
で
な
い
、
そ
の
た
め
別
け
て
こ
の
篇
目

で
は
列
挙
し
な
い
こ
と
に
す
る
。〉
六
品
以
下
は
お
お
む
ね
人
事
担
当
の
官
庁
の
任
命
に
よ
り
、
官
に

留
ま
る
者
は
五
年
を
任
期
と
し
た
。
こ
こ
に
百
官
が
些
細
に
挙
げ
ら
れ
多
く
の
功
績
が
み
な
治
ま
り
、

ま
た
一
代
の
制
度
が
確
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。〈
一
年
に
一
度
勤
務
を
評
定
し
、
四
回
で
交
替
さ
せ
て

満
了
と
す
る
。
も
し
交
替
が
な
け
れ
ば
五
回
目
の
勤
務
評
定
後
に
罷
免
さ
せ
る
。
六
品
以
下
の
人
事

は
吏
部
が
任
命
し
、
こ
れ
を
旨
授
と
い
う
。
五
品
以
上
は
皆
敕
授
で
あ
る
。
至
徳
年
間
以
降
、
天
下

に
心
配
ご
と
や
事
件
が
多
く
、
才
能
を
見
分
け
功
績
を
調
べ
て
制
敕
に
よ
り
特
別
に
官
を
拝
す
る
こ

と
が
、
吏
部
に
よ
る
任
命
よ
り
も
頻
繁
に
行
わ
れ
、
こ
こ
に
兼
・
試
・
員
外
郎
は
正
員
の
二
倍
を
超

え
た
。
広
徳
年
間
以
来
、
制
限
を
設
け
て
州
県
の
員
外
・
兼
・
試
等
の
官
に
各
々
定
数
を
設
け
た
。

ど
れ
で
も
そ
の
定
数
内
か
ら
溢
れ
出
た
者
は
、
職
務
を
司
る
こ
と
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の

身
に
実
職
の
な
い
中
央
官
を
付
帯
し
、
資
歴
の
官
名
が
清
望
の
官
で
州
県
の
職
を
兼
ね
た
者
は
「
占

闕
」
と
い
い
、
正
員
の
例
と
同
等
に
扱
わ
れ
る
。
官
僚
の
ポ
ス
ト
は
三
回
の
勤
務
評
定
で
代
わ
り
、

交
替
が
な
け
れ
ば
四
回
目
で
罷
免
さ
せ
ら
れ
て
、
こ
れ
よ
り
官
職
に
恒
常
的
な
秩
序
が
備
わ
る
よ
う

に
な
っ
た
。〉

二

若
干
の
考
察

本
節
で
は
、
前
稿
②
で
は
具
体
的
に
指
摘
で
き
な
か
っ
た
正
史
や
唐
令
に
み
え
る
典
拠
史
料
を
条

文
ご
と
に
掲
げ
る
。
謹
ん
で
見
落
と
し
に
よ
る
不
備
を
補
足
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

条

於
是
自
大
丞
相
已
下
太
宰
・
三
師
・
大
司
馬
・
大
将
軍
・
三
公
等
官
並
増
員
而
授
、
或
三
或

１９

四
、
不
可
勝
数
。（『
北
斉
書
』
卷
八
、
後
主
）

条

（
大
業
二
年
七
月
）
庚
申
、
制
百
官
不
得
計
考
増
級
、
必
有
徳
行
功
能
、
灼
然
顕
著
者
、
擢

２０

之
。（『
隋
書
』
卷
三
、
煬
帝
上
）

条

（
大
業
）
三
年
定
令
、
…
…
分
門
下
・
太
僕
二
司
、
取
殿
内
監
名
、
以
為
殿
内
省
、
并
尚
書
・

２０

開
元
二
十
五
年
に
な
る
と
、
官
職
の
種
類
と
分
限
を
訂
正
し
て
定
本
を
作
り
、
著
し
て
格
令
を
つ

く
っ
た
。〈
こ
の
格
は
皆
武
徳
・
貞
観
の
旧
制
で
、
永
徽
初
年
に
す
で
に
詳
細
に
制
定
さ
れ
て
い
た
が
、

開
元
二
十
五
年
に
再
び
刪
定
し
た
の
で
あ
る
。
二
十
八
年
に
は
ま
た
文
武
六
品
以
下
の
官
で
三
百
余

員
を
、
も
ろ
も
ろ
の
流
外
官
・
異
民
族
の
官
等
を
省
い
た
。〉
尚
書
省
は
多
く
の
職
務
を
統
会
し
て
そ

の
手
綱
を
挙
持
す
る
。
門
下
省
は
側
で
仕
え
善
悪
を
正
し
非
宜
を
論
駮
す
る
。
中
書
省
は
制
冊
を
献

納
し
て
慰
労
を
読
み
上
げ
る
。
秘
書
省
は
図
書
を
監
修
記
録
す
る
。
殿
中
省
は
食
膳
と
衣
服
を
供
え

修
め
る
。
内
侍
省
は
命
令
を
承
け
て
乗
輿
を
先
導
す
る
。〈
尚
書
・
門
下
・
中
書
・
秘
書
・
殿
中
・
内

侍
が
六
省
で
あ
る
。〉
御
史
台
は
多
く
の
役
人
を
粛
清
す
る
。
九
寺
・〈
太
常
・
光
禄
・
衛
尉
・
宗
正
・

太
僕
・
大
理
・
鴻
臚
・
司
農
・
太
府
が
九
寺
で
あ
る
。〉
五
監
〈
少
府
、
将
作
・
国
子
・
軍
器
・
都
水

が
五
監
で
あ
る
。〉
は
分
か
れ
て
官
僚
た
ち
を
治
め
る
。
六
軍
・〈
左
右
羽
林
・
左
右
龍
武
・
左
右
神

武
が
六
軍
で
あ
る
。〉
十
六
衛
〈
左
右
衛
・
左
右
驍
衛
・
左
右
武
・
左
右
威
・
左
右
領
軍
・
左
右
金

吾
・
左
右
監
門
・
左
右
千
牛
が
十
六
衛
で
あ
る
。〉
は
そ
の
防
御
を
厳
重
に
固
め
る
。
一
詹
事
府
・
二

春
坊
・〈
左
右
春
坊
が
あ
り
、
ま
た
内
坊
が
あ
っ
て
宮
廷
内
の
諸
事
を
掌
る
。〉
三
寺
・〈
家
令
寺
・
率

更
寺
・
太
僕
寺
で
あ
る
。〉
十
率
〈
左
右
衛
・
左
右
司
禦
・
左
右
清
道
・
左
右
監
門
・
左
右
内
侍
が
十

率
の
府
で
あ
る
。〉
に
皇
太
子
に
関
す
る
事
柄
を
治
め
さ
せ
る
。
牧
・
守
・
督
・
護
は
分
か
れ
て
畿
内

と
地
方
を
管
轄
す
る
。〈
首
都
の
府
に
牧
を
置
き
、
他
の
府
州
に
都
督
・
都
護
・
太
守
を
置
く
。〉

設
官
以
経
之
、
置
使
以
緯
之
。〈
按
察
・
採
訪
等
使
以
理
州
県
。
節
度
・
団
錬
等
使
以
督
府
軍
事
。

租
庸
・
転
運
・
塩
鉄
・
青
苗
・
営
田
等
使
以
毓
財
貨
。
其
余
細
務
因
事
置
使
者
、
不
可
悉
数
。
其
転

運
以
下
諸
使
、
無
適
所
治
、
廃
置
不
常
、
故
不
別
列
於
篇
。〉
自
六
品
以
下
、
率
由
選
曹
、
居
官
者
以

五
歳
為
限
。
於
是
百
司
具
挙
、
庶
績
咸
理
、
亦
一
代
之
制
焉
。〈
一
歳
為
一
考
、
四
考
有
替
則
為
満
。

若
無
替
、
則
五
考
而
罷
。
六
品
以
下
、
吏
部
注
擬
、
謂
之
旨
授
。
五
品
以
上
、
則
皆
敕
授
。
自
至
徳

之
後
、
天
下
多
難
、
甄
才
録
效
、
制
敕
特
拝
、
繁
於
吏
部
、
於
是
兼
試
・
員
外
郎
、
倍
多
正
員
。
至

広
徳
以
来
、
乃
立
制
限
、
州
県
員
外
、
兼
試
等
官
、
各
有
定
額
。
並
云
額
内
溢
於
限
者
、
不
得
視
職
。

其
有
身
帯
京
官
冗
職
、
資
名
清
美
、
兼
州
県
職
者
、
云
占
闕
焉
、
即
如
正
員
之
例
。
官
以
三
考
而
代
、

無
替
四
考
而
罷
、
由
是
官
有
常
序
焉
。〉

官
職
を
設
け
て
縦
糸
と
し
、
使
職
を
置
い
て
横
糸
と
す
る
。〈
按
察
・
採
訪
等
の
使
は
州
県
を
治
め

る
。
節
度
・
団
錬
等
の
使
職
は
府
の
軍
事
を
監
督
す
る
。
租
庸
・
転
運
・
塩
鉄
・
青
苗
・
営
田
等
の

２５
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条

［
開
七
］［
開
二
五
］
御
史
大
夫
一
人
。〈
掌
粛
清
風
俗
、
弾
糾
内
外
、
総
判
台
事
。〉
…
…

２４

（『
唐
令
拾
遺
』
職
員
令
、
一
三
八
頁
。『
唐
令
拾
遺
補
』
九
○
六
頁
）

条

［
開
七
］［
開
二
五
］
左
右
衛
大
将
軍
各
一
人
。〈
掌
宮
掖
禁
禦
、
督
摂
隊
伍
。〉
…
…
（『
唐

２４

令
拾
遺
』
職
員
令
、
一
四
四
頁
。『
唐
令
拾
遺
補
』
九
二
九
頁
）

条
は
唐
令
か
ら
の
引
用
と
い
う
よ
り
、
職
員
令
を
も
と
に
そ
の
職
掌
を
杜
佑
が
官
庁
ご
と
に
要

２４
約
し
た
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。『
通
典
』「
歴
代
官
制
総
序
」（
職
官
序
）
は
、『
漢
書
』

百
官
公
卿
表
（

条
ま
で
）
と
『
隋
書
』
百
官
志
（

～

条
）
を
骨
子
と
し
て
い
る
事
実
は
、
す

１３

１４

２０

で
に
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
。
本
節
で
は
そ
れ
に
加
え
て
、
唐
令
の
職
員
令
・
選
挙
令
を
参
考
に
し

て
編
纂
さ
れ
て
い
る
点
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

お
わ
り
に

『
通
典
』
各
篇
目
の
序
文
の
中
で
職
官
は
最
も
長
編
で
あ
る
が
、
膨
大
な
夾
注
を
す
べ
て
削
り
本

文
だ
け
を
一
読
す
る
と
、
以
下
の
事
柄
に
改
め
て
気
が
つ
く
。

条
の
周
王
朝
の
衰
退
以
降
、
そ
れ

１２

ぞ
れ
の
王
朝
の
政
治
状
況
に
連
動
し
て
、
し
ば
し
ば
官
制
の
混
乱
が
生
じ
る
よ
う
に
な
る
。
無
理
な

変
更
に
よ
る
官
名
の
紊
乱
（

、

、

、

、

条
）
と
官
職
の
無
秩
序
な
濫
発
（

、

、

１２

１３

１８

２０

２２

１８

１９

２２

条
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
職
掌
の
重
複
と
官
員
の
増
加
に
つ
い
て
、
杜
佑
は
「
省
官
議
」

で
も
明
確
に
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
歴
代
官
制
総
序
」
で
は
、
度
重
な
る
混
乱
と
そ
の
軌
道
修

正
を
へ
て
唐
の
玄
宗
朝
に
至
り
開
元
二
十
五
年
令
が
制
定
さ
れ
て
、
最
後
に
一
時
代
の
官
制
が
整
備

さ
れ
た
と
本
文
を
締
め
く
く
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
や
は
り
官
職
の
統
廃
合
に
よ

る
官
制
の
改
革
（

、

、

、

条
）
に
関
す
る
記
述
で
あ
ろ
う
。
こ
の
序
文
は
、
唐
代
ま
で
の

１４

１５

２１

２３

中
国
官
制
の
変
遷
を
記
し
た
文
章
で
あ
る
と
同
時
に
、
杜
佑
の
改
革
の
方
向
性
を
示
唆
す
る
た
め
の

序
説
で
あ
る
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

門
下
・
内
史
・
秘
書
・
以
為
五
省
。
増
置
謁
者
・
司
隷
二
台
、
并
御
史
為
三
台
。
分
太
府
寺

為
少
府
監
。
改
内
侍
省
為
長
秋
監
、
国
子
学
為
国
子
監
、
将
作
寺
為
将
作
監
、
并
都
水
監
、

総
為
五
監
。
改
左
右
衛
為
左
右
翊
衛
、
左
右
備
身
為
左
右
騎
衛
。
左
右
武
衛
依
旧
名
。
改
領

軍
為
左
右
屯
衛
、
加
置
左
右
禦
。
改
左
右
武
候
為
左
右
候
衛
。
是
為
十
二
衛
。
又
改
領
左
右

府
為
左
右
備
身
府
、
左
右
監
門
依
旧
名
。
凡
十
六
府
。（『
隋
書
』
卷
二
八
、
百
官
下
）

条

［
開
七
］
諸
任
官
、
階
卑
而
擬
高
、
則
曰
守
。
階
高
而
擬
卑
、
則
曰
行
。（『
唐
令
拾
遺
』
選

２３

挙
令
、
二
八
六
頁
。『
唐
令
拾
遺
補
』
一
○
六
一
頁
）

条

［
開
七
］［
開
二
五
］
左
丞
相
一
人
、
右
丞
相
一
人
。〈
掌
統
理
衆
務
、
挙
持
綱
目
、
総
判
省

２４

事
。〉
…
…
（『
唐
令
拾
遺
』
職
員
令
、
一
二
八
頁
。『
唐
令
拾
遺
補
』
八
九
四
頁
）

条

［
開
七
］［
開
二
五
］
侍
中
二
人
。〈
掌
侍
従
、
負
宝
、
献
替
、
賛
相
礼
儀
、
審
署
奏
抄
、
駮

２４

正
違
失
、
監
封
題
、
給
駅
券
、
監
起
居
注
、
通
判
省
事
。〉
…
…
（『
唐
令
拾
遺
』
職
員
令
、

一
三
四
頁
。『
唐
令
拾
遺
補
』
八
九
八
頁
）

条

［
開
七
］［
開
二
五
］
中
書
令
二
人
。〈
掌
侍
従
、
献
替
、
制
敕
、
冊
命
、
敷
奏
文
表
、
授
冊
、

２４

監
起
居
注
、
総
判
省
事
。〉
…
…
中
書
舎
人
六
人
。〈
掌
詔
誥
、
侍
従
、
署
敕
、
宣
旨
、
労
問
、

授
納
訴
訟
、
敷
奏
文
表
、
分
判
省
事
。〉（『
唐
令
拾
遺
』
職
員
令
、
一
三
六
頁
。『
唐
令
拾
遺

補
』
九
○
○
頁
）

条

秘
書
省

監
一
人
。〈
掌
経
籍
図
書
、
監
国
史
、
領
著
作
・
太
史
二
局
。〉（『
唐
令
拾
遺
補
』

２４

職
員
令
、
九
○
一
頁
）

条

殿
中
省

監
一
人
。〈
掌
諸
供
奉
、
領
尚
食
・
尚
薬
・
尚
衣
・
尚
舎
・
尚
乗
・
尚
輦
等
六
局
。〉

２４

（『
唐
令
拾
遺
補
』
職
員
令
、
九
○
二
頁
）

条

内
侍
省

内
侍
四
人
。〈
掌
知
宮
内
供
奉
、
中
宮
駕
出
則
夾
引
、
総
判
局
（
省
）
事
。
領
掖

２４

庭
・
宮

・
奚
官
・
内
僕
・
内
府
等
五
局
。〉（『
唐
令
拾
遺
補
』
職
員
令
、
九
○
四
頁
）

（
４
）

（
５
）

（
１
）

唐
代
官
制
に
お
け
る
「
行
」・「
守
」
に
つ
い
て
は
、
槻
木
正
「
唐
名
例
官
当
条
に
関
す
る

一
試
論
―
―
官
職
の
守
行
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（『
法
制
史
研
究
』
三
八
、
一
九
八
八

年
）、
滋
賀
秀
三
「
唐
の
官
制
に
お
け
る
叙
任
と
行
・
守
―
―
槻
木
正
氏
に
答
え
る
―
―
」

注
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（『
法
制
史
研
究
』
三
九
、
一
九
八
九
年
）、
池
田
温
「
唐
令
と
日
本
令
―
―
律
令
官
制
に
お

け
る
官
職
の
「
行
」
と
「
守
」、
滋
賀
秀
三
先
生
の
高
教
へ
の
お
こ
た
え
―
―
」
四
（『
創
価

大
学
人
文
論
集
』
一
六
、
二
○
○
四
年
）、
中
村
裕
一
「
官
銜
に
関
連
す
る
「
行
」
と
「
守
」」

（
同
氏
『
唐
令
逸
文
の
研
究
』
第
三
章
第
二
節
、
汲
古
書
院
、
二
○
○
五
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
２
）

拙
稿
「『
通
典
』
職
官
序
試
釈
」
上
（『
富
山
商
船
高
等
専
門
学
校
研
究
集
録
』
四
一
、
二

○
○
八
年
）、「『
通
典
』
職
官
序
小
考
」
上
下
（『
富
山
商
船
高
等
専
門
学
校
研
究
集
録
』
三

一
、
三
二
、
一
九
九
七
、
八
年
）。
以
下
、
前
稿
①
、
②
と
そ
れ
ぞ
れ
表
記
を
参
照
。

（
３
）

仁
井
田
陞
『
唐
令
拾
遺
』（
東
方
文
化
学
院
、
一
九
三
三
年
。
同
前
書
復
刻
版
、
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
六
四
年
）
お
よ
び
仁
井
田
陞
著
・
池
田
温
編
集
代
表
『
唐
令
拾
遺
補
』（
東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
）
を
参
考
に
し
た
。
な
お
、
前
者
の
頁
数
は
復
刻
版
に
よ
る
。

（
４
）

参
考
ま
で
に
、
周
末
以
降
、
以
下
に
通
し
番
号
を
つ
け
該
当
部
分
の
本
文
だ
け
を
掲
載
し

て
お
く
。
な
お
波
線
部
分
は
、
省
官
政
策
を
示
す
。

自
周
衰
、
官
失
而
百
職
乱
、
戦
国
並
争
、
各
有
変
易
。
曁
秦
兼
天
下
、
建
皇
帝
之
号
、

１２

立
百
官
之
職
、
不
師
古
。
始
罷
侯
置
守
、
太
尉
主
五
兵
、
丞
相
総
百
揆
。
又
置
御
史
大

夫
、
以
貳
於
相
。

漢
初
因
循
而
不
革
、
随
時
宜
也
、
其
後
頗
有
所
改
。
王
莽
簒
立
、
慕
従
古
官
、
而
吏

１３

民
弗
安
、
亦
多
虐
政
、
遂
以
乱
亡
。

光
武
中
興
、
務
従
節
約
、
并
官
省
職
、
費
減
億
計
。
廃
丞
相
与
御
史
大
夫
、
而
以
三

１４

司
綜
理
衆
務
。
自
於
叔
世
、
事
帰
台
閣
。
論
道
之
官
、
備
員
而
已
。

魏
与
呉
蜀
、
多
依
漢
制
。
晋
氏
継
及
、
大
抵
略
同
。
太
元
六
年
、
改
制
減
費
、
損
吏

１５

士
職
員
、
凡
七
百
人
。

爰
及
宋
斉
、
亦
無
改
作
。
官
司
有
三
台
・
五
省
之
号
、
郡
県
有
三
歳
為
満
之
期
。

１６

梁
武
受
終
、
多
遵
斉
旧
。
然
而
定
諸
卿
之
位
、
分
配
四
時
、
置
戎
秩
之
官
、
百
有
余

１７

号
。
陳
遵
梁
制
、
不
失
旧
物
。

後
魏
昭
成
之
即
王
位
、
初
置
官
司
、
分
掌
衆
職
。
然
而
其
制
、
草
創
、
名
称
乖
疏
。

１８

皇
始
元
年
、
道
武
帝
平
并
州
、
始
建
台
省
、
置
百
官
、
封
拝
公
侯
・
将
軍
・
刺
史
・
太

守
、
尚
書
郎
等
官
悉
用
文
人
。
天
興
中
、
太
史
言
天
文
錯
乱
、
当
改
王
易
政
、
故
官
号

数
革
。
至
孝
文
太
和
中
、
王
粛
来
奔
、
為
制
官
品
、
百
司
位
号
、
皆
準
南
朝
、
改
次
職

令
、
以
為
永
制
。
又
作
考
格
、
以
之
黜
陟
。
又
宣
武
帝
行
考
陟
之
法
、
任
事
上
中
者
、

三
年
升
一
階
、
散
官
上
第
者
、
四
載
登
一
級
。
孝
明
以
後
、
授
受
多
濫
。

僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥

北
斉
創
業
、
亦
遵
後
魏
、
台
省
位
号
、
多
類
江
東
。
後
主
臨
御
、
爵
禄
犬
馬
。
後
周

１９

之
初
拠
関
中
、
猶
依
魏
制
。
及
平
江
陵
之
後
、
別
立
憲
章
、
酌
周
礼
之
文
、
建
六
官
之

職
、
其
他
官
亦
兼
用
秦
漢
。

隋
文
帝
践
極
、
百
度
伊
始
、
復
廃
周
官
、
還
依
漢
魏
。
其
於
庶
僚
、
頗
有
損
益
、
凡

２０

官
以
四
考
而
代
。
至
煬
帝
、
意
存
稽
古
、
多
復
旧
章
。
大
業
三
年
、
始
行
新
令
、
有
三

台
・
五
省
・
五
監
・
十
二
衛
・
十
六
府
。
於
時
天
下
繁
富
、
四
方
無
虞
、
衣
冠
文
物
為

盛
矣
。
既
而
漸
為
不
道
、
百
度
方
乱
、
号
令
日
改
、
官
名
月
易
、
図
籍
散
逸
、
不
能
詳

備
。大

唐
職
員
多
因
隋
制
、
雖
小
有
変
革
、
而
大
較
小
異
。
貞
観
六
年
、
大
省
内
官
、
凡

２１

文
武
定
員
、
六
百
四
十
有
三
而
已
。
龍
朔
二
年
、
又
改
京
諸
司
及
百
官
之
名
、
咸
亨
元

年
復
旧
。

至
於
武
太
后
、
再
易
庶
官
、
或
従
宜
創
号
、
或
参
用
古
典
。
天
授
二
年
、
凡
挙
人
、

２２

無
賢
不
肖
、
咸
加
擢
拝
、
大
置
試
官
以
処
之
。
試
官
蓋
起
於
此
也
。
於
時
擢
人
非
次
、

刑
網
方
密
、
雖
驟
歴
栄
貴
、
而
敗
輪
継
軌
。
神
龍
初
、
官
復
旧
号
。
二
年
三
月
、
又
置

員
外
官
二
千
余
人
。
於
是
遂
有
員
外
・
検
校
・
試
・
摂
・
判
・
知
之
官
。
逮
乎
景
龍
、

官
紀
大
紊
、
復
有
「
斜
封
無
坐
処
」
之
誦
興
焉
。

先
天
以
来
、
始
懲
其
弊
。

２３

至
開
元
二
十
五
年
、
刊
定
職
次
、
著
為
格
令
。
蓋
尚
書
省
以
統
会
衆
務
、
挙
持
縄
目
。

２４

門
下
省
以
侍
従
献
替
、
規
駮
非
宜
。
中
書
省
以
献
納
制
冊
、
敷
揚
宣
労
。
秘
書
省
以
監

録
図
書
。
殿
中
省
以
供
修
膳
服
。
内
侍
省
以
承
旨
奉
引
。
御
史
台
以
粛
清
僚
庶
。
九

寺
・
五
監
以
分
理
群
司
。
六
軍
・
十
六
衛
以
厳
其
禁
禦
。
一
詹
事
府
・
二
春
坊
・
三

寺
・
十
率
、
俾
乂
儲
宮
。
牧
守
督
護
、
分
臨
畿
服
。

設
官
以
経
之
、
置
使
以
緯
之
。
自
六
品
以
下
、
率
由
選
曹
、
居
官
者
以
五
歳
為
限
。

２５

於
是
百
司
具
挙
、
庶
績
咸
理
、
亦
一
代
之
制
焉
。

（
５
）

本
文
だ
け
で
な
く
夾
注
に
も
、省
官
政
策
が
見
出
さ
れ
る
点
は
す
で
に
指
摘
し
た
。

、
、

１４
１５

、

条
の
注
で
あ
る
。
前
稿
②
の
一
二
二
頁
を
参
照
。

２３

２４

僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥

僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥

僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥

僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
僥
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